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１ 新居浜市のごみ量の推移 

 

 

 

このグラフは市の施設で処理したごみ量の推移を表したものです。 

 

令和５年度に引き続き、令和６年度も家庭ごみ一部有料化の影響により持ち込みごみが減少し、３万

６千トン程度まで減少しました（令和４年度比で約１４％減少） 

 

令和６年度の内訳は、 

収集家庭ごみ：２１，３６４トン（５８．２％）、持込家庭ごみ：２，５３９トン（６．９％）、 

事業所・公共施設等：１２，７９４トン（３４．９％）となっています。 

 

◎家庭ごみ一部有料化の対象であった家庭ごみの施設持ち込みごみは、有料化前の令和３

年度比で 

５，５６５トン（R3）→ ２，５３９トン（R6） と約５５％減少 

 

◎令和６年度の新居浜市のごみ量は令和３年度比で 

４３，３６６トン（R3）→ ３６，６９７トン（R6） と約１５％減少 
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２ ごみ処理経費の推移 

 

 

このグラフは市の施設の建設費や、ごみ処理経費の推移を表したものです。 

 

施設の建設費については、平成２７年度から３か年継続事業として、基幹的設備改良工事を実施し、

平成２７年度は約４．６億円、平成２８年度は８．４億円、平成２９年度は１７．９億円の支出があり

ました。 

収集や処理に係る費用については、１５億円前後で推移していましたが、近年は物価上昇等により増

加傾向となっています。 
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３ 市民一人当たり年間処理経費の推移 

 

 

このグラフは市民一人当たりの年間処理経費（建設改良費は含まない。）の推移を表したものです。 

毎年度おおむね一人年間１万２千円程度となっていましたが、人口減少や物価の高騰により、近年

大きく上昇し年間１万７千円程度となっています。 

   

４ 一人１日当たりごみの排出量の推移 

 

市では、第六次長期総合計画の中でごみ減量目標を定め、一人１日当たりの家庭系ごみ排出量（集  

団回収・資源ごみを除く。）を令和１２年度で５４０ｇとしています。令和６年度実績では目標値をク

リアしたものの、全国平均には及びません。令和７年度の長期総合計画見直しにあたり、目標値を４

８７ｇに変更し、更に４０ｇ程度の減量を目指します。 
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５ ごみの減量・３Ｒ推進施策 

 

ごみの減量・３Ｒの推進のため、以下の様な施策を行っています。 

・資源ごみ集団回収推進事業 

資源ごみ集団回収活動を行っている団体に対し、回収量に応じた奨励金を交付 

令和６年度実績   登録団体：１５３  回収量：８０３，５０２㎏ 

 

・生ごみ処理容器設置補助事業 

コンポスト、密閉式処理容器、電気式生ごみ処理機購入への補助 

令和６年度補助実績 コンポスト：２２基 水切り容器：６基 電気式生ごみ処理機：２０基 

 

・不用品伝言板の開設 

家庭で出た不用品を、譲りたい方、探している方を繋ぐ情報登録制度 

令和６年度成立件数 ５９件 

 

・衣類回収 

市役所１Ｆロビーなどに衣類回収ＢＯＸを設置し、衣類のリユース・リサイクル 

 

令和６年度回収量 ２１，９２０㎏ 

 

 

・廃食用油回収 

市役所１Ｆロビーなどに回収ＢＯＸを設置し、バイオディーゼル燃料としてリサイクル 

（給食配送車がバイオディーゼル燃料を使用） 

令和６年度回収量 １，６２４ℓ 

 

・生ごみたい肥化資材の販売 

ダンボールコンポスト資材等を安価に販売 

令和６年度販売数 ３２０個 

 

・学生服リユース事業 

不要となった学生服、体操服、カバンをライフサポートアゴラへ受け渡し、リユース 

 

 

 

・株式会社ありがとうサービスとのリユース協定 

株式会社ありがとうサービスとリユースの推進に関する協定を令和４年１０月に締結。 
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・株式会社マーケットエンタープライズとのリユース協定 

株式会社マーケットエンタープライズとリユースの推進に関する協定を令和５年９月に締結。 

今後、協働して次のような取組を推進。 

（１）リユース活動の促進を通じた循環型社会の形成に関すること。 

（２）循環型社会の形成をはじめとする環境保全に向けた啓発に関すること。 

（３）循環型社会の形成をはじめとする環境保全に向けた協働推進に関すること。 

（４）その他、甲及び乙で合意した本協定の目的に資する事業に関すること。 

 

同社が運営するリユースプラットフォーム「おいくら」を用いて、不要品を捨てずに再利用す

る仕組みを構築。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度利用実績   依頼数 １３３件 依頼商品数 ３０５件 

 ※市ＨＰ経由のＷＥＢ依頼のみ計測（電話依頼は集計対象外） 

 

・にいはま３Ｒネットワーク 

市内で３Ｒに取り組んでいるリサイクルショップや事業者等の情報を市において登録・広報し、

「見える化」をすることにより、市民・事業者が簡便・効率的にごみの減量化・再資源化に取り

組むことができるつながりを「にいはま３Ｒネットワーク」と称し、令和４年１０月に展開開始。 

また令和６年７月１０日より、登録部門へ「食品ロス」を加えた。 

令和７年３月現在、スーパー・ホームセンター（２１）、資源回収事業者（７）、リユースショップ（５）、食品

ロス（３）、その他（２）、が登録。 

 

・にいはまプラスチック資源循環戦略、にいはま食品ロス削減推進計画 

プラスチックごみ・食品ロスの削減に、市民・事業者・行政が一体となって取り組む指針とし

て令和５年３月に策定。 

 

・使用済ハブラシ回収 

市役所１Ｆロビーに回収ＢＯＸを設置し、プラスチック製品にリサイクル 

 

・剪定くず・木材の無料受け入れ（（株）住共クリエイトサービスセンター） 

   家庭から出た剪定くず・木材を、住共クリエイトサービスセンターが無料で受付 

 

【受入時間】８：３０～１６：００ 

    

【場所】住友共同電力（株）駐車場   

 

 

 

詳細はこちら 
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６ 燃やすごみの減量に向けて 
 

家庭ごみの定期収集に占める燃やすごみの量は次のグラフのとおり８割以上を占めています。 

この燃やすごみの減量を図るため、燃やすごみとして排出されるごみの組成を把握することを目的と

し、市では定期的に、ごみステーションに排出された燃やすごみの調査を行っています。 

 

令和６年度 家庭ごみ収集分ごみ量の内訳 

 
燃やすごみの内訳（Ｒ６.１１月組成調査・重量比）        生ごみの内訳（重量比） 

   

 

   

 

燃やすごみ 17,675t

82.7%

古紙類・布類

1,245t

5.8%

プラスチック製

容器包装 956t 4.5%

びん・缶

742t

3.5%

不燃ごみ

324t

1.5%

ペットボトル

220t

1.0%

有害ごみ

34t

0.2% 大型ごみ

168t

0.8%

生ごみ

22.0%

未使用・

未開封食品

4.4%

その他燃やすごみ

47.7%

古紙

11.5%

プラス

チック製

容器包装

8.6%

その他資源ごみ

1.3%
古布・衣類 3.9% 不燃ごみ

0.6%

生ごみ

（可食分）

30.7%

未使用・

未開封食品

16.7%

生ごみ

（不可食分）

52.6%

燃やすごみの中に、資源化できる牛乳パック、

菓子類の箱、チラシなどの古紙類が１２％、食品

の袋などのプラスチック製容器包装が９％、その

他資源ごみが１％混入していました。      

また、生ごみの中にも可食分（まだ食べること

ができる状態で捨てられた食材）が、生ごみのう

ち３１％、未開封・未使用のまま捨てられた食品

が１７％もありました。 

きちんと分別し、食品ロスの削減や生ごみのた

い肥化を実践することができれば、現在の量から

燃やすごみは約３４％、減らすことができます。 

生ごみの４７％

が食品ロス! 

燃やすごみの約２０％

がリサイクル可能 

生ごみの内訳 
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７  不法投棄について 

 

（１） 不法投棄等の現状 

家庭から出るごみや、事業活動などによって排出される産業廃棄物は、決められたルールによって処

理することになっています。しかし、ルールを守らずにごみステーションに不適正な排出をしたり、山

林や河川、道路、公園、空き地等に不法投棄をしたりするケースが後を絶ちません。不法投棄はまちの

美観を損ねるほか、有害な物質が漏れ出し、土壌汚染や水質汚染などの環境破壊を引き起こすことも考

えられます。不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されており、違反した場合

は５年以下の懲役もしくは１，０００万円以下の罰金または併科（法人の場合は３億円以下の罰金）に

処されることになります。 

 

 

 

（２） 不法投棄への対応 

○ごみステーションにおける不適正排出 

市内には約４，０００か所のごみステーションがありますが、未分別の状態で 

出されたごみや、指定の日以外に排出されたごみについては、警告ステッカーを 

貼って持ち帰り等の指導を行ったりしています。また悪質なケースの場合、投棄 

者が特定できれば適正に排出していただくよう個別指導を行っていますが、最終 

的に回収されない場合はパトロール車による撤去・処分をしています。 

 

○道路や河川、道路等の公共の場への不法投棄 

管理担当課がある土地への不法投棄は、管理担当課が

処理することを原則として、不法投棄の多い高速道路周

辺、山間部、海岸については廃棄物対策課のごみパトロ

ール車でパトロール、調査、回収を行っており、現在は

パトロールコースを９コース定め、ほぼ１か月で巡回す

るとともに、不法投棄されそうな場所については、不法

投棄監視カメラや警告看板を設置し、投棄の未然防止を

図っています。また、平成１４年４月１日施行の「きれ

いなまち新居浜をみんなでつくる条例」（通称「まち美化

条例」）に基づき、環境美化推進員を委嘱しており、推進

員を中心に各地域でパトロールや清掃作業、定期収集時

のごみ分別指導などの活動を行っており、各自治会の中

にも同様の活動を行っている所があります。 

（３） パトロールの体制 

廃棄物対策課でごみパトロール車によるパトロールを実施しています。パトロール車は、２㌧ダンプ

（深型）２台（内１台は委託業者による）でパトロール等を行っています。 

  令和６年度実績（不法投棄回収分のみ） 

・撤去件数４５件 

・撤去数量  ○一般ごみ１９１袋分 ○家電４品目１台     ○放置自転車１１台    

        ○大型ごみ類４３個   ○処理困難物６個      

 


